
平成31年３月22日

大臣官房総務課

「国土交通省組織令の一部を改正する政令」が閣議決定

平成31年度の国土交通省の組織改編を実施するため、国土交通省組織令について所要

の改正を行うもの。（平成31年４月１日施行）

Ⅰ．背景

今般、国土交通省の所掌事務の的確な遂行を図るため、大臣官房に置かれる参事官を

一人追加する等の改正を行うものです。

Ⅱ．概要

国土交通省組織令を以下のとおり改正します。

（１）大臣官房参事官の数の変更

・緊急災害対策派遣活動への対応のため、大臣官房参事官の数を１増加させる。

（２）住宅局総務課、住宅政策課及び建築指導課の所掌事務変更

・住宅局総務課に新たに国際室を設置することに伴い、住宅政策課及び建築指導課か

ら、両課が所掌する国際関係事務に関する総合的な政策の企画・立案に関する事務を

総務課へ移管する。

（３）鉄道局都市鉄道政策課の所掌事務変更

・都市鉄道等と都市鉄道等以外の鉄道等の輸送障害発生時の対策に一体的に取り組むた

め、都市鉄道政策課から都市鉄道等に係る輸送障害発生時の安全確保に関する事務を

総務課へ移管する。

（４）その他所要の改正

Ⅲ．今後のスケジュール

公 布：平成31年３月27日（水）

施 行：平成31年４月１日（月）
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